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１．施策体系 

  2030 年の目指す姿を実現するための、基本方針、基本施策を「暮らし」「交流」「行政」

の３つの領域に分類し、デジタル化を推進するうえで、そのプロセスの中心にいる「住む

人」「働く人」「訪れる人」の３つの「人」を中心に配置した体系図である。個別施策（P5~）

には、「住む人」「働く人」「訪れる人」のうち、どの対象に関連する施策なのかについて

も表示している。 

 

（施策体系図） 
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２．重点取組み（令和４年度～令和６年度） 

  本計画に沿って、「暮らし」「交流」「行政」の３つの領域のデジタル化に取り組み、様々

な施策を推進していく。 

計画のスタートとなる令和４（2022）年度から令和６（2024）年度までの最初の 3 年

間は、３つの領域において、次のことに重点的に取組む。 

   

 

 ＜暮らし×デジタル＞ 

  子育て世帯をサポート 

   子育て世帯では、スマートフォンなどデジタル機器が日々の生活の中に溶け込んでお

り、コロナ禍でこれまで以上に大きくなっている子育て世帯の負担を、デジタル化を推

進することで速やかに軽減することで、仕事・家事・育児に奮闘する子育て世帯をサポ

ートする。また、次代のデジタル社会を担う子どもたちの育成については、長期的に取

組んでいく必要があることから、まずは、その基礎となる学習環境の整備に取り組む。 

 

 

＜交 流×デジタル＞ 

  魅力の発信と人の流れの創出 

   長崎の強みである「交流」の歴史を生かし、デジタル技術で地域資源に磨きをかけ、

まちの魅力の効果的な発信と、新たなサービスで人を呼びこむとともに、コロナ禍で強

まる地方回帰へ対応し、デジタル化による新たな地域間競争や協創にも対応していくた

め、受入れ環境の強化を図る。 

 

 

＜行 政×デジタル＞ 

  スマート市役所の基盤づくり 

デジタル社会へ対応し、都市のデジタル化を牽引するうえでも、まず市役所が自らデ

ジタル化を進め、今よりもっと簡単に、わかりやすく、利用しやすい行政サービスを提

供する「スマート市役所」へ変革するため、その基盤となる仕組みを構築する。 

 

 

 

２．重点取組み 
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＜重点取組みで変わる令和６（2024）年の姿＞ 

令和４年度から令和 6 年度にかけて、長崎市では、こんな変化を目指す。 
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３．個別施策 

 基本施策ごとに、具体的な取組みである個別施策を次のとおり定める。 

 

基本方針１ 情報格差のない暮らしの実現 

基本施策１－１ デジタル活用を支援する 

インターネット等のデジタル技術を利用できる人とそうでない人との間に情報格差

が生じないよう、様々な主体と連携して支援を行う。また、デジタル化に関する施策を

実施する際は、身体的、社会的、その他の様々な理由で利用できない人への対応もあわ

せて行う。 

３年後には、公共施設や地域におけるコミュニティなど身近な場所で、デジタル技術

を利用できない人をサポートする仕組みが構築されている状態を目指す。 

 

個別施策① 使いたい・使えない人をサポート 

施策名 使いたい・使えない人をサポート 

施策概要 公民館や携帯ショップなどで、市と関係機関が連携して、スマホや

パソコンの基本的な利用、行政手続きの利用方法などを学べる講座を

実施し、デジタル活用に不安はあるが使いたい高齢者等を支援する。 

また、公共施設や地域におけるコミュニティにおいて、様々な理由

でデジタル技術を使えない人のサービス利用をサポートする仕組みを

検討・構築する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

継続 継続 継続 

対象となる人： 

主体：長崎市（教育委員会、情報政策推進室ほか）、関係団体、住民 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．個別施策 
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基本施策１－２ 人と人とをつなぐ仕組みをつくる 

デジタルが人と人のつながりを強め、地域における情報共有や、困りごとの解決につ

ながる「助け合い、支え合い」の仕組みをつくる。 

3 年後には、複数の地域において、デジタル技術を活用したコミュニティ内のつなが

りを強める仕組みが動き始めている状態を目指す。 

 

個別施策① 地域の困りごとをデジタル技術で解決 

施策名 地域の困りごとをデジタル技術で解決 

施策概要 地域の困りごとを把握し、デジタル技術を活用して助け合い、支え合

うことで解決する仕組みや、地域内での情報共有、コミュニティ内のつ

ながりを深める仕組みの構築を目指す。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

課題把握 導入 拡充 

対象となる人： 

主体：長崎市（情報政策推進室、企画財政部、市民生活部ほか）、民間事業者、関係団体、 

住民 

個別施策② デジタル技術で社会参加をサポート 

施策名 デジタル技術で社会参加をサポート 

施策概要 病気や障害など様々な理由で外出が困難な人に対し、デジタル技術の

活用をサポートすることで、他者との交流や社会参加、及び就労支援を

促していく。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

導入 運用 運用 

対象となる人： 

主体：長崎市（福祉部ほか）、民間事業者、関係団体、住民 

 

 

 

 

 

 

 

３．個別施策 
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基本方針２ 暮らしを支える基盤の最適化 

基本施策２－１ 産業のスマート化を推進 

暮らしを支える様々な産業分野において、AIやロボット、IoT 等のデジタル技術を活

用した品質や生産性の向上による事業者の収益向上、働き方の変革を目指す取組みを支

援する。 

3 年後には、複数の産業分野においてデジタル技術導入による生産性等の向上が実証

され、導入が進んでいる状態を目指す。 

 

個別施策① 地場企業の DX推進・生産性の向上 

施策名 地場企業の DX推進・生産性の向上 

施策概要 先端技術を活用した業務効率化や生産性の向上、働き方改革などを推

進し、地場企業の活性化を図るとともに、働く人のワークライフバラン

スの実現にもつなげていく。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

試行 試行 試行 

対象となる人： 

主体：長崎市（商工部、こども部ほか）、民間事業者、関係団体 

個別施策② スマート農業・スマート水産業の推進 

施策名 スマート農業・スマート水産業の推進 

施策概要  AI や ICT 等の先端技術を活用し、省力化や生産性向上に向け、スマ

ート農業の検証を行い、導入に向けた取組みを進めていく。 

 また、効率的・先進的な水産業への転換を図るため、市内関係団体等

が行う ICT技術導入に対して支援を行う。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

検証 導入 拡充 

対象となる人： 

主体：長崎市（水産農林部）、民間事業者、関係団体 

 

 

 

 

３．個別施策 
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個別施策③ ICT等を活用した有害鳥獣対策 

施策名 ICT 等を活用した有害鳥獣対策 

施策概要  ICT 等を活用した有害鳥獣の追払い・動向の調査を行い、対策として

の有効性を検証し、効率化を図る。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

調査・検証 活用検討 導入 

対象となる人： 

主体：長崎市（水産農林部）、民間事業者、関係団体 

 

 

基本施策２－２ デジタル技術で健やかな暮らしをサポート 

ＩＣＴ技術などの活用により、遠隔診療や健康管理などを支援し、どこにいても安心

して暮らせる環境を実現する。 

3 年後には、デジタル技術を活用した複数のサービスが提供され、心身とも健康だと

感じている市民が増えている状態を目指す。 

 

個別施策① 福祉ネットワークの構築 

施策名 福祉ネットワークの構築 

施策概要 介護分野における行政と関係機関との連携を深めるため、情報ネット

ワークの構築を行い、その後情報共有が可能な新たなシステムの構築を

行い、その後を目指す。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

手法・体制等の検討 導入 運用 

対象となる人： 

主体：長崎市（福祉部、総合事務所） 

 

 

 

 

 

 

３．個別施策 
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個別施策② 離島における遠隔診療 

施策名 離島における遠隔診療 

施策概要 人口減少、高齢化が進む離島において、市民が安心して暮らせるよう

医療提供体制の確保を図ることを目的に、遠隔診療を試行的に実施し、

本格導入に向けた検討を進める。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

試行 試行等の検証・運用 運用 

対象となる人： 

主体：長崎市（市民健康部）、関係団体 

個別施策③ 母子保健サービスのデジタル化 

施策名 母子保健サービスのデジタル化 

施策概要 子育て家庭に対し、民間が提供している子育てアプリを活用して情報

発信や各種サービスをスマートフォンで提供する。 

また、各種手続きのオンライン化や、母子保健事業に係るサービスの

デジタル化についても検討し、保護者の負担を軽減するとともに、行

政・医療機関の業務効率化を実現する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

検討   

対象となる人： 

主体：長崎市（こども部、総合事務所）、民間事業者、関係団体、住民 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．個別施策 
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基本方針３ 活躍の機会を創出 

基本施策３－１ データ利活用の促進 

スマートシティ実現のためには、様々なデータが流通し活用される必要があることか

ら、官民の相互連携を前提としたデータ整備を行うとともに、データ利活用の促進を通

じた地域経済の活性化や地域課題の解決を図っていく。 

３年後には、民間と行政で持続可能なデータ連携基盤の運営体制が確立され、新たな

サービスの創出につながっている状態を目指す。 

 

個別施策① 都市 OS（データ連携基盤等）の活用 

施策名 都市 OS（データ連携基盤等）の活用 

施策概要 官民の様々な分野のデータを連携させる都市 OS（データ連携基盤等）

の活用策を、包括連携協定等による様々な主体とともに検討し、新たな

サービスの創出を促進する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

活用策の検討 検討・試行 検討・試行 

対象となる人： 

主体：長崎市（情報政策推進室）、長崎県、民間事業者、関係団体、大学 

個別施策② オープンデータの推進 

施策名 オープンデータの推進 

施策概要 市政の透明性・信頼性の向上、市民協働の推進、経済の活性化、市民

の利便性向上につなげるため、機械判読に適したデータ形式で、誰もが

二次利用することが可能なルールで、行政の持つ様々なデータを公開す

る。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

拡充 拡充 拡充 

対象となる人： 

主体：長崎市（情報政策推進室、秘書広報部、総務部ほか） 

 

 

 

 

３．個別施策 
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基本施策３－２ チャレンジの場をつくる 

デジタル技術への興味を深めたい子どもたちが、多様な最新のテクノロジーに触れ、

日常生活ではできない体験をしたり、思い描いていることを実現できる場をつくる。ま

た、若者が新たな価値やサービスの創出に向け、チャレンジできる環境をつくる。 

3 年後には、子どもたちがいつでも安全に、無料で最新のテクノロジーに触れられる

場が提供されている。また、若者が最新のテクノロジーを活かしてチャレンジできる場

として、県外からの IT 企業の誘致が増加するとともに、若者によるスタートアップも

増加している状態を目指す。 

 

個別施策① 最新のテクノロジーに触れる場をつくる 

施策名 最新のテクノロジーに触れる場をつくる 

施策概要 デジタル技術へ興味を持つ子どもたちの受け皿として、いつでも、安

全に、無料で最新のテクノロジーに触れられる場を提供するコミュニテ

ィの創出を支援する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

運営主体・運営方法等

の検討 
創設準備の支援 創設・運営の支援 

対象となる人： 

主体：長崎市（情報政策推進室）、民間事業者、大学 

個別施策② 成果発表の場をつくる 

施策名 成果発表の場をつくる 

施策概要 ＧＩＧＡスクールで学んだプログラミング技術や興味を持って学ん

だデジタル技術をもとに、市内 IT 企業等とも連携してその成果を競っ

たり発表する場をつくることで、参加者同士の交流や新たな気づきを生

み、モチベーションや能力の向上を図る。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

拡充 拡充 拡充 

対象となる人： 

主体：長崎市（教育委員会）、民間事業者、関係団体 

 

 

 

３．個別施策 
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個別施策③ オープンイノベーションを通じた新規事業の創出支援 

施策名 オープンイノベーションを通じた新規事業の創出支援 

施策概要 地域課題解決を切り口に、既存企業が有するさまざまな知見やノウハ

ウの組み合わせによるビジネス創出を図るため、オープンイノベーショ

ンを推進する。また、イノベーション創出に向けたプレイヤーの増加及

び地場企業とのマッチング機会創出を目指し、IT 分野を含む県外企業

と地場企業のコミュニティ創出につながるサテライトオフィスの運営

や、県外企業のサテライトオフィス進出を支援する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

実施 運用 運用 

対象となる人： 

主体：長崎市（商工部）、民間事業者、関係団体 

個別施策④ スタートアップ支援 

施策名 スタートアップ支援 

施策概要 起業を促し、新たなビジネスモデルを活用することで、新規事業創出

を図るため、スタートアップ支援に取り組み、既存コミュニティのネッ

トワークを活かした起業を促す土壌づくりを行う。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

実施 運用 運用 

対象となる人： 

主体：長崎市（商工部）、民間事業者、関係団体、大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．個別施策 
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基本方針４ 変化に対応できる人材の育成 

基本施策４－１ ＧＩＧＡスクール構想の推進 

家庭でも安全に端末を利用できる環境を実現し、「一人ひとりに合わせた学び」や、

自他の考えを広げ、深めて、新たな考えを生み出す「創造性を育む学び」を実現する。 

3 年後には、児童・生徒が課題を解決する中で、自分自身の生き方について考える力

を身につけている。家庭でも安全に端末を利用できる環境が実現しており、個別学習や

協働学習のための授業内容が構築されている状態を目指す。 

 

個別施策① 子どもたち一人ひとりに応じた個別最適な学習の実現 

施策名 子どもたち一人ひとりに応じた個別最適な学習の実現 

施策概要 一人一台の学習者用パソコンを持ち帰って家庭学習にも活用できる

よう、家庭のインターネット回線であっても、安全・安心なネット環境

を提供する。また、AI 型ドリルなど、子どもたち一人ひとりに応じた

個別最適な学習を実現する新たな技術の活用を検討する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

試行 試行結果の検証  

対象となる人： 

主体：長崎市（教育委員会） 

個別施策② GIGAスクール構想の環境整備 

施策名 GIGAスクール構想の環境整備 

施策概要 教員の ICT 活用指導力の向上及び指導体制の充実を図るため体制構

築や環境を整備する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

拡大 運用 運用 

対象となる人： 

主体：長崎市（教育委員会） 

 

 

 

 

 

３．個別施策 
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個別施策③ ICT を活用した校外学習の充実 

施策名 ICT を活用した校外学習の充実 

施策概要 校外学習において、校内と同じように学習者用パソコンで ICT を活用

した学習ができるよう、校外学習の対象になっている施設の Wi-Fi 環境

の整備を推進していく。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

導入 拡充 拡充 

対象となる人： 

主体：長崎市（教育委員会）、関係団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．個別施策 
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基本施策４－２ デジタル社会を担う若者の育成 

急速に変化するデジタル社会に対応し、未来のまちをつくるデジタル人材の育成を支

援する。 

3 年後には、即戦力のデジタル人材として活躍できる実践的なカリキュラムを産学官

が連携して実施している状態を目指す。 

 

個別施策① 実践的な学びの場の創出 

施策名 実践的な学びの場の創出 

施策概要 経済産業省が構築を目指すデジタル人材育成プラットフォームを産

学官金で協働して長崎市で実現し、デジタル人材育成のための様々なプ

ログラムを実施する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

検討   

対象となる人： 

主体：長崎市（情報政策推進室）、民間事業者、関係団体、大学 

個別施策② 最新のテクノロジーに触れる場をつくる（再掲） 

施策名 最新のテクノロジーに触れる場をつくる（再掲） 

施策概要 デジタル技術へ興味を持つ子どもたちの受け皿として、いつでも、安

全に、無料で最新のテクノロジーに触れられる場を提供するコミュニテ

ィの創出を支援する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

運営主体・運営方法等

の検討 
創設準備の支援 創設・運営の支援 

対象となる人： 

主体：長崎市（情報政策推進室）、民間事業者、大学 

 

 

 

 

 

 

 

３．個別施策 
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個別施策③ 成果発表の場をつくる（再掲） 

施策名 成果発表の場をつくる（再掲） 

施策概要 ＧＩＧＡスクールで学んだプログラミング技術や興味を持って学ん

だデジタル技術をもとに、市内 IT 企業等とも連携してその成果を競っ

たり発表する場をつくることで、参加者同士の交流や新たな気づきを生

み、モチベーションや能力の向上を図る。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

拡充 拡充 拡充 

対象となる人： 

主体：長崎市（教育委員会）、民間事業者、関係団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．個別施策 
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基本方針３ 活躍の機会を創出（再掲） 

基本施策３－２ チャレンジの場をつくる（再掲） 

個別施策① オープンイノベーションを通じた新規事業の創出支援（再掲） 

施策名 オープンイノベーションを通じた新規事業の創出支援（再掲） 

施策概要  地域課題解決を切り口に、既存企業が有するさまざまな知見やノウハ

ウの組み合わせによるビジネス創出を図るため、オープンイノベーショ

ンを推進する。また、イノベーション創出に向けたプレイヤーの増加及

び地場企業とのマッチング機会創出を目指し、IT 分野を含む県外企業

と地場企業のコミュニティ創出につながるサテライトオフィスの運営

や、県外企業のサテライトオフィス進出を支援する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

実施 運用 運用 

対象となる人： 

主体：長崎市（商工部）、民間事業者、関係団体  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．個別施策 
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基本方針５ まちの魅力向上 

基本施策５－１ ＸＲコンテンツの創造 

リアル（現実空間）の良さをバーチャル（仮想空間）の利点と融合させることで、新

たなＸＲコンテンツを創造し、これまでにない体験や楽しさを提供し、まちの魅力を向

上させる。 

3 年後には、地域資源が磨かれ、魅力あるコンテンツとして活用されている状態を目

指す。 

個別施策① XRの活用による平和学習コンテンツの創出 

施策名 XR の活用による平和学習コンテンツの創出 

施策概要 市内に点在する被爆遺構を XR を活用して被爆当時の姿と重ねたり、

破壊された様子をＣＧ映像で確認できるなど、様々な情報を付加するこ

とで被爆の実相と平和の大切さを伝えるコンテンツを創出する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

検討・構築 拡充 拡充 

対象となる人： 

主体：長崎市（原爆被爆対策部）、関係団体 

個別施策② XRの活用によるまちの記録と新たな観光資源の創造 

施策名 XR の活用によるまちの記録と新たな観光資源の創造 

施策概要 まちの魅力である四季折々のイベントや 100 年に一度の変化を迎え

るまちの風景をデジタル技術を活用して記録するとともに、XR を活用

した新たな観光コンテンツとしての活用を検討する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

検討・記録 記録・検証 記録・構築 

対象となる人： 

主体：長崎市（情報政策推進室、文化観光部）、関係団体、大学 

 

 

 

 

 

 

３．個別施策 
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基本施策５－２ 交流人口・関係人口の創出 

地域観光の課題、地域事業者や訪問客ニーズをマーケティングの力で把握・分析し、

新たな観光需要を創出し、交流人口を創出していく。また、効果的な情報発信により、

まちの魅力を伝えることで、将来的に移住にもつながる関係人口の創出・拡大にも取り

組む。 

3 年後には、ターゲットとした来訪者が増加している。また、住む人と訪れる人との

交流が広がり、SNS でまちの魅力を発信する件数が増加している状態を目指す。 

 

個別施策① 観光地域づくりの推進 

施策名 観光地域づくりの推進 

施策概要 DMO を中心に、SNS や AI チャットボットなど ICT を活用し、ワン

ストップで情報収集・発信ができる仕組みについて検討を進め、AI 機

能の搭載やユーザーデータを分析・活用することで、デジタルマーケテ

ィングを強化する。それにより、戦略的かつ効果的な誘致・プロモーシ

ョン展開と、旅マエ・旅ナカ・旅アトにおけるタイムリーな情報発信が

可能となり、更なる誘客のための発信強化と、訪問客の満足度向上、消

費拡大を図る。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

システム構築 拡充 拡充 

対象となる人： 

主体：長崎市（文化観光部）、関係団体 

個別施策② デジタル技術を活用した受入環境の整備 

施策名 デジタル技術を活用した受入環境の整備 

施策概要 新たに設置する観光案内所を中心に、有益な情報をデジタル技術を活

用してタイムリーに、多様な人々に対応しながら届けるとともに、様々

な移動手段や宿泊施設、観光施設をストレスフリーに利用できる環境を

整備する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

構築 拡充 拡充 

対象となる人： 

主体：長崎市（文化観光部）、民間事業者、関係団体 

 

３．個別施策 
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個別施策③ 働く場所を選ばない人材の移住促進 

施策名 働く場所を選ばない人材の移住促進 

施策概要 テレワークの普及などにより、働く場所を選ばない者の増加が期待さ

れるため、そのような者に対して戦略的かつ効果的な情報発信を行い、

多様な働き方の 1 つであるワーケーションを推進することで将来的な

移住者の増加につなげる。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

拡充 拡充 拡充 

対象となる人： 

主体：長崎市（情報政策推進室、企画財政部）、民間事業者 

 

 

３．個別施策 
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基本方針６ スマート市役所への変革 

基本施策６－１ スマートフォンの中に市役所をつくる 

市役所に市民等が足を運ばなくても市のサービスを享受できる仕組みを構築し、様々

な行政サービスをスマートフォン、パソコン、タブレットなどで利用できるようにする。   

3 年後には、申請件数が多く、市民や事業者の利便性向上の効果が高い手続きがオン

ライン化され、また、相談等もオンラインで利用できるようになり、市民等の手続きに

要する手間や時間が削減されている状態を目指す。 

 

個別施策① 行政手続のオンライン化推進 

施策名 行政手続のオンライン化推進 

施策概要 利用者の利便性向上と行政運営の簡素化・効率化のため、わかりやす

く使いやすいシステムを導入し、利便性向上など効果が高い手続から順

次オンライン化を推進する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

システム導入・拡充 拡充 拡充 

対象となる人： 

主体：長崎市（情報政策推進室、総務部、各関係部局） 

個別施策② マイナンバーカードの普及促進 

施策名 マイナンバーカードの普及促進 

施策概要 オンラインで確実に本人確認を行うことができ、今後のデジタル社会

の基盤となるマイナンバーカードの普及促進に向け、出張申請受付によ

る交付や行政手続オンライン化での利用拡大、活用 PR などを実施する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

実施 実施 実施 

対象となる人： 

主体：長崎市（情報政策推進室、市民生活部） 

 

 

 

 

３．個別施策 
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個別施策③ 地理情報システム（GIS）を活用した行政情報の提供 

施策名 地理情報システム（GIS）を活用した行政情報の提供 

施策概要 窓口での閲覧、電話問合せで公開していた情報（都市計画情報、市道

道路台帳図等）を、地理情報システムを活用して、インターネット上で

検索し閲覧できるシステムを導入し、市民サービスの向上を図る。また、

その他の行政情報も地図として順次公開していく。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

システム構築・公開 拡充 拡充 

対象となる人： 

主体：長崎市（まちづくり部、土木部、建築部、理財部、上下水道局） 

 

個別施策④ 必要な時に必要な人へ届く情報発信 

施策名 必要な時に必要な人へ届く情報発信 

施策概要 市政情報を必要としている人が必要な時に必要な情報を入手し

やすくする仕組みと、市政情報を届けたい人へ直接届ける仕組み

を検討・構築する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

検討 構築 運用 

対象となる人： 

主体：長崎市（秘書広報部、各関係部局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．個別施策 
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基本施策６－２ 業務の見直しと働き方を変革する 

デジタル技術を活用して業務プロセス自体に変革を起こし、情報システムの標準化・

共通化や業務の自動化・ペーパーレス化など社会のデジタル化に対応することで、市民

の利便性向上や業務の効率化を図る。また、職員の ICT リテラシー向上のための研修や

取組みを戦略的に展開する。 

3 年後には、新庁舎開庁を契機とした新たな働き方が定着しており、多くの職員がデ

ジタル技術を活用して業務を効率化していくという意識を持ち、スマート市役所の実現

へ向け、業務システムの標準化・共通化が順調に進んでいる状態を目指す。 

 

個別施策① 情報システムの標準化・共通化 

施策名 情報システムの標準化・共通化 

施策概要 システム調達に係る競争性の確保及び維持管理や制度改正時の改修

等における負担軽減を実現するため、令和 7 年度までに国の標準仕様に

準拠したシステムへ移行する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

検討・計画策定 構築 構築（一部稼働） 

主体：長崎市（情報政策推進室、総務部、各関係部局） 

 

個別施策② 窓口業務の変革 

施策名 窓口業務の変革 

施策概要 総合窓口システムを導入することにより、市民が「書かない」「迷わ

ない」を実現し、市民サービスの向上と職員の入力作業を削減し業務効

率化を図る。 

また、来庁が困難な場合であっても、自宅や身近な場所からオンライ

ンで相談できるようにすることで、市民サービスの向上を図る。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

システム構築・運用 運用 運用・拡充検討 

対象となる人： 

主体：長崎市（総務部、窓口や相談業務を持つ部局ほか） 

 

 

 

３．個別施策 
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個別施策③ ＡＩ・ＲＰＡなどの利用促進 

施策名 ＡＩ・ＲＰＡなどの利用促進 

施策概要 AI や RPA など、先端技術を活用し、市民サービスの向上と職員の単

純入力作業等を削減し、効率化を図る。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

拡充 拡充 拡充 

主体：長崎市（総務部、各関係部局） 

 

個別施策④ ペーパーレスの推進 

施策名 ペーパーレスの推進 

施策概要  業務の効率化とともに、コスト削減、働き方の変革につながるペーパ

ーレスを推進し、状況に応じて臨機応変に対応できるフリーアドレスな

職場環境を実現する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

拡充 拡充 拡充 

主体：長崎市（総務部、各関係部局） 

 

個別施策⑤ 行政のオープンイノベーションの推進 

施策名 行政のオープンイノベーションの推進 

施策概要 多様化する行政ニーズに対応していくためには、従来の手法にとどま

らない官民共創の取組みが求められることから、行政のオープンイノベ

ーションを推進し、課題解決を図る。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

課題整理・実施 運用 運用 

対象となる人： 

主体：長崎市（商工部）、民間事業者、関係団体 

 

 

 

 

 

 

３．個別施策 
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個別施策⑥ 契約事務のデジタル化（電子契約システム） 

施策名 契約事務のデジタル化（電子契約システム） 

施策概要 電子入札システムで落札者決定後、契約締結までの一連の業務をシス

テム化することで、事業者と職員の業務効率化を図る。 

施工管理に係る業務等についてもシステム化を検討する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

実証実験・導入検討 拡充 拡充 

対象となる人： 

主体：長崎市（理財部）、民間事業者 

 

個別施策⑦ ドローンの活用推進 

施策名 ドローンの活用推進 

施策概要 今後発展が期待されるドローンについて、災害現場や橋梁などのイン

フラ点検など、市役所が行う業務で自ら率先して利用し、操作できる職

員の養成を進めるとともに、様々な地域課題への活用にもつなげてい

く。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

運用 運用 運用 

対象となる人： 

主体：長崎市（消防局、防災危機管理室ほか）、関係団体 

 

個別施策⑧ テレワークの推進 

施策名 テレワークの推進 

施策概要 在宅勤務、モバイルワークやサテライトオフィス勤務に必要な機器や

環境等を充実させ、デジタル社会に対応した多様な働き方を推進する。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

拡充 拡充 拡充 

主体：長崎市（総務部） 

 

 

 

 

 

３．個別施策 



26 

 

個別施策⑨ 職員の ICTリテラシー向上 

施策名 職員の ICTリテラシー向上 

施策概要 様々なデジタル技術や多様な情報を活用し、業務の効率化、市民サー

ビスの向上を図るために、職員研修等を通じて、職員の ICTに対する理

解やセキュリティに対する意識、業務改善等の手法や知識の向上を図

る。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

拡充 拡充 拡充 

主体：長崎市（情報政策推進室、総務部） 

 

個別施策⑩ キャッシュレス化の推進 

施策名 キャッシュレス化の推進 

施策概要 支払方法の多様化や新しい生活様式への対応といった市民の利

便性の向上と業務の効率化を図るため、窓口や納付書による手数

料等の現金での支払いを、効果が高いものからキャッシュレス化

に取り組む。 

さらに、電子申請に伴う手数料等の支払いのキャッシュレス化

にも取り組む。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

検討 導入 拡充 

対象となる人： 

主体：長崎市（情報政策推進室、行政体制整備室、特別滞納整理室、各関係部局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．個別施策 
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基本施策６－３ 情報セキュリティの確保及びパーソナルデータの適正な取扱い 

デジタル化の推進により増加する情報やその情報を管理するシステムについて、法令

等に則り適正に管理するとともに、個人情報保護法の改正など、ルールの見直しに適宜

対応し、安全安心なサービスを提供していく。 

3 年後には、情報セキュリティポリシー等に基づいた適切な情報セキュリティ対策を

講じており、その保有するパーソナルデータが適正に取扱われている状態を目指す。 

個別施策① 情報セキュリティの確保 

施策名 情報セキュリティの確保 

施策概要 情報セキュリティ対策の指針となる情報セキュリティポリシーや各

種手順書等を適宜見直すとともに、職員等へその周知徹底を図ってい

く。また、これらのルールを遵守したシステムの構築と運用を行い、安

全安心なサービスを提供していく。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

適宜見直し 適宜見直し 適宜見直し 

主体：長崎市（総務部、各関係部局） 

個別施策② パーソナルデータの適正な取扱い 

施策名 パーソナルデータの適正な取扱い 

施策概要 改正された個人情報保護法へ適切に対応するとともに、パーソナルデ

ータを適正に取り扱うためのルールやセキュリティ対策について、民間

事業者や大学などの関係団体とも連携して定める。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

検討 検証 制定・運用 

対象となる人： 

主体：長崎市（情報政策推進室、総務部）、民間事業者、関係団体、大学 

個別施策③ 職員の ICTリテラシー向上（再掲） 

施策名 職員の ICTリテラシー向上（再掲） 

施策概要 様々なデジタル技術や多様な情報を活用し、業務の効率化、市民サー

ビスの向上を図るために、職員研修等を通じて職員の ICT に対する理解

やセキュリティに対する意識、業務改善等の手法や知識の向上を図る。 

スケジュール Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

拡充 拡充 拡充 

主体：長崎市（情報政策推進室、総務部） 

３．個別施策 





 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎市 情報政策推進室 

〒850-8685 

長崎市魚の町４番１号（９階） 

TEL：095-829-1414 

E-mail：joho_seisaku@city.nagasaki.lg.jp 

 


